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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルム供給源(10)から引き出したフィルム(F)で物品(G)を包装するまでの帯状フィル
ム(F)の搬送経路で、フィルム(F)の付与情報の良否を検査する包装機における検査画像表
示装置において、
　前記搬送経路に配設され、前記帯状フィルム(F)の付与情報を、包装機で得るべき１つ
の包装体(P)に対応する一包装長分のフィルム(F)が搬送される一包装サイクル毎に撮像す
る撮像手段(28)と、
　該撮像手段(28)で撮像して得た画像データから前記付与情報の良否を判定する画像検査
手段(30)と、
　前記一包装サイクル毎の画像データと前記画像検査手段(30)による判定結果とを記憶す
る記憶部(32)と、
　該記憶部(32)に記憶した一包装サイクル毎の画像データとその画像データに対応した判
定結果とを判定情報として表示手段(26)に表示する制御手段(22)とを備え、
　該制御手段(22)は、直前の包装サイクル以前の規定の包装サイクル数分についての判定
情報を前記記憶部(32)における最新記憶テーブル(32a)に記憶すると共に、前記規定の包
装サイクル数よりも前の判定情報は、不良判定された包装サイクルのみ、または不良判定
された包装サイクルを含む前後所定サイクル数分を不良判定情報として不良記憶テーブル
(32b)へ記憶し、それら各記憶テーブル(32a,32b)に記憶した判定情報に基づき、履歴表示
画面(40)の履歴一覧表示部(41)へ前記画像データを検査順に並べて表示するようにした
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ことを特徴とする包装機における検査画像表示装置。
【請求項２】
　前記履歴一覧表示部(41)には、前記画像データと検査日時および判定結果とを含む判定
情報を検査順に複数並べて表示し、履歴一覧表示部(41)に表示されない残りの判定情報を
順繰り表示可能な操作部(44,45)を設けたことを特徴とする請求項１記載の包装機におけ
る検査画像表示装置。
【請求項３】
　前記履歴一覧表示部(41)に表示された判定情報の何れかの画像データを選択する操作に
よって、その選択した画像データを拡大表示する拡大表示部(42)を設けたことを特徴とす
る請求項１または２記載の包装機における検査画像表示装置。
【請求項４】
　前記不良記憶テーブル(32b)には、不良判定された包装サイクルの不良判定情報のみを
記憶し、前記履歴一覧表示部(41)には、前記最新記憶テーブル(32a)に記憶した前記規定
包装サイクル分に対応する複数の判定情報の検査画像と、不良記憶テーブル(32b)に記憶
した複数の不良判定情報の検査画像とを夫々グルーピングした状態で検査順に並べて表示
するようにしたことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の包装機における検査
画像表示装置。
【請求項５】
　前記画像検査手段(30)は、一包装サイクルに対応したフィルム(F)が搬送されるのに伴
い複数の付与情報の検査を行い、前記記憶部(32)は、複数の付与情報の全てについてその
付与情報毎に判定情報を前記最新記憶テーブル(32a)と不良記憶テーブル(32b)とに記憶す
るようにしたことを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の包装機における検査画
像表示装置。
【請求項６】
　前記画像検査手段(30)は、一包装サイクルに対応したフィルム(F)が搬送されるのに伴
いフィルム(F)に付された複数の付与情報の良否判定を行い、
　前記制御手段(22)は、前記画像検査手段(30)で得た判定情報を検査一覧画面(34)に一覧
表示すると共に、進行中の包装サイクルにおける複数の検査対象に対する夫々の判定情報
と、包装サイクル毎の複数の判定情報から得た総合評価情報とを表示し、一覧表示した何
れかの判定情報を指定する操作によって前記履歴表示画面(40)を表示するようにしたこと
を特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の包装機における検査画像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、包装機において、フィルムの搬送過程でフィルムに付された印字などの良
否を検査する検査画像表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示のように、フィルムを搬送する過程で該フィルムに印刷された印字の
良否検査を行う検査装置が提案されている。この検査装置は、フィルムに印刷された印字
を撮像して良否検査を行い、検査対象を検査する都度、その検査画像をモニタに表示して
、この画面表示により検査状況を確認可能になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２６０６２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述した検査装置による検査を包装機におけるフィルムの搬送過程で行う場合に、検査
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する度に画面表示を行うだけでは、包装機の連続運転中には一包装サイクル毎に行われる
検査結果の表示が瞬時に切り替わり、実際の検査結果の確認が困難で検査状況を把握する
ことができない。
【０００５】
　本発明は、従来の技術に係る前記問題に鑑み、これらを好適に解決するべく提案された
ものであって、フィルムへの付加情報についての検査状況を記録した画像データによって
確認することができる包装機における検査画像表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、本願の請求項１に係る発明の包装機に
おける検査画像表示装置は、
　フィルム供給源から引き出したフィルムで物品を包装するまでの帯状フィルムの搬送経
路で、フィルムの付与情報の良否を検査する包装機における検査画像表示装置において、
　前記搬送経路に配設され、前記帯状フィルムの付与情報を、包装機で得るべき１つの包
装体に対応する一包装長分のフィルムが搬送される一包装サイクル毎に撮像する撮像手段
と、
　該撮像手段で撮像して得た画像データから前記付与情報の良否を判定する画像検査手段
と、
　前記一包装サイクル毎の画像データと前記画像検査手段による判定結果とを記憶する記
憶部と、
　該記憶部に記憶した一包装サイクル毎の画像データとその画像データに対応した判定結
果とを判定情報として表示手段に表示する制御手段とを備え、
　該制御手段は、直前の包装サイクル以前の規定の包装サイクル数分についての判定情報
を前記記憶部における最新記憶テーブルに記憶すると共に、前記規定の包装サイクル数よ
りも前の判定情報は、不良判定された包装サイクルのみ、または不良判定された包装サイ
クルを含む前後所定サイクル数分を不良判定情報として不良記憶テーブルへ記憶し、それ
ら各記憶テーブルに記憶した判定情報に基づき、履歴表示画面の履歴一覧表示部へ前記画
像データを検査順に並べて表示するようにしたことを特徴とする。
　請求項１に係る発明によれば、撮像手段で撮像したフィルムの付与情報の画像データお
よびその判定結果を合わせた判定情報を記憶し、これらの判定情報を履歴表示画面におい
て検査順に一覧表示し得るので、異常時の状況把握や、その対処を的確になし得る。また
、記憶部に判定情報を規定の包装サイクル分以上記憶しないので、記憶部に必要とされる
記憶容量を抑えることができる。
【０００７】
　請求項２に係る発明では、前記履歴一覧表示部には、前記画像データと検査日時および
判定結果とを含む判定情報を検査順に複数並べて表示し、履歴一覧表示部に表示されない
残りの判定情報を順繰り表示可能な操作部を設けたことを特徴とする。
　請求項２に係る発明によれば、画像データに、検査日時および検査の判定結果を合わせ
た判定情報を履歴一覧表示部に順繰り表示可能であるので、異常の前後サイクルの変調の
傾向などを確認することができる。
【０００８】
　請求項３に係る発明では、前記履歴一覧表示部に表示された判定情報の何れかの画像デ
ータを選択する操作によって、その選択した画像データを拡大表示する拡大表示部を設け
たことを特徴とする。
　請求項３に係る発明によれば、特定の判定情報を履歴一覧表示部から拡大表示部に拡大
表示して視認し得るので、検査結果の把握度が向上する。
【０００９】
　請求項４に係る発明では、前記不良記憶テーブルには、不良判定された包装サイクルの
不良判定情報のみを記憶し、前記履歴一覧表示部には、前記最新記憶テーブルに記憶した
前記規定包装サイクル分に対応する複数の判定情報の検査画像と、不良記憶テーブルに記
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憶した複数の不良判定情報の検査画像とを夫々グルーピングした状態で検査順に並べて表
示するようにしたことを特徴とする。
　請求項４に係る発明によれば、不良記憶テーブルに不良判定情報のみを記憶して、履歴
一覧表示部には、最新記憶テーブルに記憶した規定包装サイクル分に対応する複数の判定
情報の検査画像と、不良記憶テーブルに記憶した複数の不良判定情報の検査画像とを夫々
グルーピングした状態で検査順に並べて表示するので、異常確認を行い易く、また異常時
に記憶部に必要とされる記憶容量を減少させることができる。
【００１０】
　請求項５に係る発明では、前記画像検査手段は、一包装サイクルに対応したフィルムが
搬送されるのに伴い複数の付与情報の検査を行い、前記記憶部は、複数の付与情報の全て
についてその付与情報毎に判定情報を前記最新記憶テーブルと不良記憶テーブルとに記憶
するようにしたことを特徴とする。
　請求項５に係る発明によれば、一包装サイクルに対応したフィルムが搬送されるのに伴
って検査した複数の付与情報の全てについて、その付与情報毎に最新記憶テーブルと不良
記憶テーブルとに記憶するので、個々の付与情報についての異常時の状況把握や、その対
処を的確になし得る。
【００１１】
　請求項６に係る発明では、前記画像検査手段は、一包装サイクルに対応したフィルムが
搬送されるのに伴いフィルムに付された複数の付与情報の良否判定を行い、
　前記制御手段は、前記画像検査手段で得た判定情報を検査一覧画面に一覧表示すると共
に、進行中の包装サイクルにおける複数の検査対象に対する夫々の判定情報と、包装サイ
クル毎の複数の判定情報から得た総合評価情報とを表示し、一覧表示した何れかの判定情
報を指定する操作によって前記履歴表示画面を表示するようにしたことを特徴とする。
　請求項６に係る発明によれば、１つの検査一覧画面で複数の検査対象の判定情報を確認
し得ると共に、一包装サイクルにおける複数の検査対象の総合評価を確認することも可能
であり、検査結果を直ぐに把握することができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る包装機における検査画像表示装置によれば、フィルムへの付加情報につい
ての検査状況を記録した画像データによって後から検査結果を確認することができるので
、検査状況を簡単に把握できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明を横形製袋充填機に適用した例を示す模式図である。
【図２】実施例の検査一覧画面を示す説明図であって、(ａ)は検査対象が３つの場合を示
し、(ｂ)は検査対象が２つの場合を示す。
【図３】実施例の履歴表示画面を示す説明図である。
【図４】実施例の記憶部における包装サイクルと判定情報との関係を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、本発明に係る包装機における検査画像表示装置につき、横形製袋充填機への適用
例を挙げて、添付図面を参照して以下に説明する。
【実施例】
【００１５】
　図１に示すように、本発明に係る包装機としての横形製袋充填機は、フィルム供給源１
０から引き出した帯状のフィルムＦが複数のガイドローラ１１に巻き掛け案内された後に
製袋手段１２で筒状に成形されて得られた筒状フィルムＦ中に物品供給機構１４により所
定間隔毎に物品Ｇを供給すると共に、筒状フィルムＦの重合部に縦シール機構１６で縦シ
ールを施すよう構成される。そして、筒状フィルムＦ中に供給された物品Ｇを挟む前後位
置で筒状フィルムＦの搬送方向と交差する方向に横シール機構１８によって横シールを施
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すと共に切断して、包装体Ｐを得るようにしている。横形製袋充填機は、制御手段２２の
包装制御部２４によって、フィルムＦを送る送りローラ２０を備えたフィルム搬送機構と
物品供給機構１４と横シール機構１８とを含む各種作動機構を、包装品種毎に設定された
動作パラメータに従って駆動制御する。また、横形製袋充填機は、運転状況や前記動作パ
ラメータの各種設定条件や後述する判定情報等を表示する表示手段と、該表示手段の操作
画面のタッチ操作によって前記動作パラメータの設定等を行う入力手段との機能を有する
、例えばタッチパネルディスプレイからなる入力・表示手段２６を備えている。
【００１６】
　図１に示すように、横形製袋充填機には、フィルム供給源１０から引き出されてフィル
ムＦが製袋手段１２で筒状成形されるまでの搬送経路に、フィルムＦに付された印字や、
ラベルあるいはバーコードなどの付与情報を撮像する撮像手段２８が配設されている。撮
像手段２８は、CCDやCMOS等のイメージセンサなどを用いたラインセンサが用いられ、一
包装サイクル毎に一包装長分のフィルムＦが前記搬送経路を搬送される都度、そのフィル
ムＦの搬送中に製造年月日などの日時の印字や、ラベラでフィルムＦに貼り付けられたラ
ベルや、フィルムＦに付されたバーコードなどの各種付与情報を撮像することができる。
ここで、一包装サイクルにおいて一包装長分のフィルムＦが搬送されるのに合わせて、フ
ィルムＦに付された複数の付与情報を撮像手段２８で撮像して画像処理手段によって得た
複数の画像データを、制御手段２２の画像検査手段３０によって良否判定する。なお、前
記画像データは、ビットマップ形式の非圧縮形式のイメージデータが好ましい。また、画
像データは、検査結果の視認判断に影響が及ばない範囲で、ＪＰＥＧ形式やＧＩＦ形式な
どの圧縮されたイメージデータ形式で記憶部３２に記憶されるようにしてもよい。
【００１７】
　前記画像検査手段３０は、前記画像データから、印字の位置や正誤、印字のかすれや歪
み、ラベルの有無や歪みなどの貼り付け状態、フィルムＦに付されたバーコード情報の良
否などの検査対象毎に規定された基準に基づいて付与情報の良否判定を行う。また、画像
検査手段３０による判定結果を前記複数の検査対象毎に一包装サイクルずつの包装品種と
しての品種番号に関連付けて、前記複数の検査対象について包装サイクル毎にその判定情
報として画像データと共に良否判定結果と検査日時などについて、検査対象毎に記憶部３
２に記憶する。記憶部３２は、フラッシュメモリなどの不揮発性メモリや、外部接続され
たハードディスク等の磁気ディスクなどの読み書き可能な記憶装置を用いることができ、
前記判定情報に加え、横形製袋充填機の動作に必要な各種作動機構や調節機構の包装制御
部２４に対する制御データなどのパラメータも記憶される。
【００１８】
　前記記憶部３２は、図４に示すように、直前の包装サイクル以前の複数の規定包装サイ
クル数Ｎａについての判定情報を、画像検査手段３０による判定の良否に関わらず最新判
定情報として全ての画像データを記憶する最新記憶テーブル３２ａと、最新記憶テーブル
３２ａに記憶される規定包装サイクルより前の不良判定情報について複数の規定包装サイ
クル数分について記憶する不良記憶テーブル３２ｂとを有する。そして、最新記憶テーブ
ル３２ａは、予め設定した複数の規定包装サイクル数Ｎａ分の最新判定情報を記憶する。
また、前記最新記憶テーブル３２ａに記憶可能な数を超える包装サイクルに至った際には
、それまでの不良判定となった判定情報(不良判定情報)を複数の規定包装サイクル数につ
いて前記不良記憶テーブル３２ｂに順次記憶し、本例では最新記憶テーブル３２ａよりも
不良記憶テーブル３２ｂに記憶される規定包装サイクル数が多く設定される。すなわち、
直前の包装サイクル以前の前記規定包装サイクル数Ｎａ分については、その最新判定情報
を判定の良否を問わず記憶部３２の最新記憶テーブル３２ａに蓄積し、規定包装サイクル
数Ｎａを超えた包装サイクルについてそれまで最新記憶テーブル３２ａに記憶されていた
判定情報が不良判定情報であった場合に、最新記憶テーブル３２ａから不良記憶テーブル
３２ｂにその不良判定情報をシフトすると共に、最新記憶テーブル３２ａに新たな判定情
報が追加されるように、記憶部３２の記憶データを更新する。そして、最新記憶テーブル
３２ａからシフトされた不良判定情報が規定包装サイクル数分に達するまで順次不良記憶
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テーブル３２ｂに蓄積される。なお、不良記憶テーブル３２ｂへ記憶可能な規定包装サイ
クル数に達した後に、不良判定情報が最新記憶テーブル３２ａからシフトされると不良記
憶テーブル３２ｂ内の最も古い不良判定情報が消去されると共に、シフトされた不良判定
情報が不良記憶テーブル３２ｂに記憶されるよう、データが更新される。新たな判定情報
が最新記憶テーブル３２ａに記憶され、最新記憶テーブル３２ａに記憶可能な規定包装サ
イクル数Ｎａを超えた際に最新記憶テーブル３２ａ内に不良判定情報が存在しない場合は
、最新記憶テーブル３２ａの最も古い最新判定情報を消去する。このように、直前の包装
サイクル以前の規定包装サイクル数Ｎａ分についての判定情報は最新記憶テーブル３２ａ
に蓄積されると共に、不良記憶テーブル３２ｂには最新記憶テーブル３２ａの規定包装サ
イクル数Ｎａより前の包装サイクルについての不良判定情報のみがその検査順に記憶され
る。なお、不良記憶テーブル３２ｂには、不良判定された包装サイクルのみに限らず、不
良判定された包装サイクルの前後所定包装サイクルを不良判定情報として記憶部３２に記
憶させるようにすることもできる。最新記憶テーブル３２ａおよび不良記憶テーブル３２
ｂに記憶可能な包装サイクル数は、例えば数十～数百包装サイクル程度が好ましく、記憶
部３２の記憶容量に依存して数千包装サイクル分を記憶することも可能である。
【００１９】
　図２に示すように、入力・表示手段２６の表示画面として、横形製袋充填機の運転中に
おいて包装サイクル毎に複数の検査対象についての判定情報を一覧表示する検査一覧画面
３４を備え、該検査一覧画面３４には、個々の検査対象の判定情報に対する判定情報表示
部３５が設けられると共に、それら全ての検査対象の判定結果の総合評価情報を表示する
評価表示部３６が設けられる。ここで、各判定情報表示部３５には、前記撮像手段２８で
撮像して画像処理手段によって得た画像データである検査画像と、判定結果の良否を示す
「ＯＫ」または「ＮＧ」の表示がなされる。また、検査一覧画面３４における判定情報表
示部３５は、検査対象数に応じて表示サイズを最大表示し得る配置で一覧表示される。す
なわち、検査対象が複数で、例えば図２(ａ)に示すように、日付とラベルとバーコードと
の３つである場合に、その検査一覧画面３４には、３つの判定情報表示部３５を上下２段
として各判定情報表示部３５のサイズを同一にして配列し、また図２(ｂ)に示すように、
検査対象が日付とラベルとの２つである場合には、２つの判定情報表示部３５を同じサイ
ズで上下２段に並べて配置する。また何れの検査一覧画面３４にも、複数の検査対象の総
合判定の良否を「ＯＫ」または「ＮＧ」で表示する評価表示部３６が判定情報表示部３５
の側方に配置される。検査一覧画面３４には、判定結果に関して記憶部３２に記憶された
判定情報を読み出し表示する履歴確認ボタン３８が、検査対象の何れかを指定可能に設け
られ、図２(ａ)に示す例では、日付、ラベルおよびバーコードの３つの検査対象の夫々に
対応して３つの履歴確認ボタン３８が設けられ、また図２(ｂ)に示す例では、日付および
ラベルの２つの検査対象の夫々に対応して２つの履歴確認ボタン３８が設けられる。なお
、検査一覧画面３４では、横形製袋充填機の運転時における一包装サイクル毎に検査結果
が切替表示されるよう、前記判定情報表示部３５と評価表示部３６との夫々の表示情報が
逐次更新される。
【００２０】
　前記検査一覧画面３４における特定の検査対象に対する履歴確認ボタン３８のタッチ操
作により、図３に示すように特定の検査対象の検査履歴を表示する履歴表示画面４０に切
替表示される。この履歴表示画面４０は、検査順に横並び状態で判定情報が一覧表示され
る履歴一覧表示部４１と、この履歴一覧表示部４１に表示された複数の包装サイクルのう
ちの何れかの判定情報を拡大表示する拡大表示部４２とを有している。履歴一覧表示部４
１の判定情報のうちの特定の包装サイクルの検査画像へのタッチ操作により、当該判定情
報が選択されて拡大表示部４２に表示される。また、順送りボタン(操作部)４４および逆
送りボタン(操作部)４５のタッチ操作により、履歴一覧表示部４１で並ぶ判定情報を一覧
表示数ずつや１つの判定情報の１コマずつなどのスクロールにより切替表示することで、
履歴一覧表示部４１に表示されない残りの判定情報を順繰りに表示し、記憶部３２に記憶
された全ての判定情報の履歴を表示可能になっている。ここで、履歴一覧表示部４１には
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、最新記憶テーブル３２ａに蓄積された前記規定包装サイクルＮａ分に対応する複数の判
定情報の検査画像と、このグループの後側(図示右側)に連続して不良記憶テーブル３２ｂ
に蓄積された前記規定包装サイクル分に対応する複数の不良判定情報の検査画像とが夫々
グルーピングされた状態で検査順に並んで表示される。なお、図３に示す例における履歴
一覧表示部４１は、最新記憶テーブル３２ａの最新判定情報の表示状態を示す。また符号
４８で示す表示部は、拡大表示部４２に表示された判定情報が、最新記憶テーブル３２ａ
に記憶された規定包装サイクル数Ｎａ分の最新判定情報の中で検査順前側からｘ番目にあ
ることを表している。
【００２１】
　前述した如く、履歴表示画面４０には、検査一覧画面３４における履歴確認ボタン３８
をタッチ操作した時点における最新の包装サイクルの検査履歴が表示される。横形製袋充
填機の運転中には、前記の如く、前記記憶部３２における最新記憶テーブル３２ａと不良
記憶テーブル３２ｂとの夫々が、現在の最新の包装サイクルに応じた判定情報に逐次更新
され、履歴表示画面４０に設けた履歴更新ボタン４６のタッチ操作による更新操作時点で
の最新の包装サイクルに対応した判定情報が、履歴表示画面４０の履歴一覧表示部４１に
最新判定情報と不良判定情報とをグルーピングして検査順に一覧表示される。また、履歴
更新ボタン４６による更新操作により表示された前記拡大表示部４２には、履歴更新時点
における最新の包装サイクルに対する判定情報が選択表示される。なお、前記同様に、履
歴一覧表示部４１に表示された任意の包装サイクルに対する判定情報のコマをタッチして
選択する操作によって、その選択した特定の包装サイクルに対する判定情報を拡大表示部
４２に表示することができる。このようにして、検査履歴は、横形製袋充填機の運転中で
あっても、常に最新の包装サイクルに対する判定情報を履歴表示画面４０によって確認す
ることができる。
【００２２】
　このように、検査画像に、品種コードなどの包装品種データと対応させて複数の付与情
報について、検査日時および検査の判定結果を合わせた判定情報を記憶部３２に記憶し、
これらの判定情報を履歴表示画面４０において検査順に一覧表示し得るので、包装能力が
例えば数十サイクルを上回るような包装機においても判定情報を履歴表示画面４０で確認
することができ、異常時の状況把握や、その対処を的確になし得る。また、最新の検査か
ら規定包装サイクル分溯ったところまで、判定結果に関わらず全ての判定情報を最新記憶
テーブル３２ａとして記憶部３２に記憶して、これらの判定情報を履歴表示画面４０に表
示し得るので、該画面４０によって異常の前後サイクルの変調の傾向などを確認すること
ができる。１つの検査一覧画面３４で複数の検査対象の判定情報を確認し得ると共に、一
包装サイクルにおける複数の検査対象の総合評価を確認することも可能であり、検査結果
を直ぐに把握することができる。そして、特定の判定情報を履歴一覧表示部４１から拡大
表示部４２に拡大表示して視認し得るので、検査結果の把握度が向上する。また、記憶部
３２に判定情報を一定単位以上記憶しないので、記憶部３２に必要とされる記憶容量を抑
えることができる。最新の規定包装サイクル数Ｎａ分の全ての判定情報に合わせて、それ
以前の包装サイクルについては、不良判定情報のみを記憶部３２に記憶するので、異常確
認を行い易く、また異常時に記憶部３２に必要とされる記憶容量を減少させることができ
る。
【００２３】
(変更例)
　本発明は実施例の構成に限定されるものではなく、例えば、以下のようにも変更実施可
能である。また、以下の変更例に限らず、実施例に記載した構成については、本発明の主
旨の範囲内において種々の実施形態を採用し得る。
(１)包装機としては、横形および縦形の包装機だけでなく、フィルムの搬送経路でフィル
ムへの付与情報を検査することが可能な各種フィルム包装機に適用できる。
(２)キーボードやボタンや切替スイッチなどの入力手段と、表示パネルなどの表示手段と
が独立した構成であってもよい。
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(３)包装品種毎に判定情報を記憶させて、その記憶された判定情報を指定された包装品種
毎に表示手段に表示するようにしてもよい。
【符号の説明】
【００２４】
　１０ フィルム供給源，２２ 制御手段，２６ 入力・表示手段(表示手段)，
　２８ 撮像手段，３０ 画像検査手段，３２ 記憶部，３２ａ 最新記憶テーブル，
　３２ｂ 不良記憶テーブル，３４ 検査一覧画面，４０ 履歴表示画面，
　４１ 履歴一覧表示部，４２ 拡大表示部，４４ 順送りボタン(操作部)，
　４５ 逆送りボタン(操作部)，Ｆ フィルム，Ｇ 物品，Ｐ 包装体 

【図１】 【図２】
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